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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　利用可能な所定の金融機関毎に対応した取引カードを示すカード情報を有する自動取引
装置であって、
　前記カード情報に基づき顧客の取引時に利用可能な取引カードを選択するための取引カ
ード選択項目を表示し、
　前記顧客により前記取引カード選択項目から利用したい取引カードが選択されると、顧
客により供給された取引カードと選択された取引カードとの照合を開始し、
　照合できない場合は、照合ができない旨を表示して前記供給された取引カードを返却し
、
　カード返却後、照合ができない旨を表示したまま取引カードの供給を所定時間待機し、
前記所定時間内に前記顧客により新たに取引カードが供給されたとき、該供給された取引
カードと前記選択された取引カードとの照合を再度開始することを特徴とする自動取引装
置。
【請求項２】
　前記取引カードは、自行カード、他行カード及びクレジットカードであることを特徴と
する請求項１に記載の自動取引装置。
【請求項３】
　前記カード情報は、各取引カードに対応した取扱可能な取引科目、取引科目毎の取扱時
間及び取扱時間毎の手数料の情報であることを特徴とする請求項１に記載の自動取引装置
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。
【請求項４】
　前記顧客により利用したい取引カードが選択されると、前記カード情報の取引科目毎の
取扱時間に基づいて選択された取引カードで実行可能な取引科目を表示するか否かを判定
して表示することを特徴とする請求項１に記載の自動取引装置。
【請求項５】
　前記取引カードとして他行カードが選択されると、複数の他の金融機関名を表示して選
択可能とすることを特徴とする請求項１に記載の自動取引装置。
【請求項６】
　利用可能な所定の金融機関毎に対応した取引カードを示すカード情報を有するホストコ
ンピュータから前記カード情報を自動取引装置へ供給する自動取引システムであって、
　前記自動取引装置は、前記カード情報に基づき顧客の取引時に利用可能な取引カードを
選択するための取引カード選択項目を表示し、
　前記顧客により前記取引カード選択項目から利用したい取引カードが選択されると、顧
客により供給された取引カードと選択された取引カードとの照合を開始し、
　照合できない場合は、照合ができない旨を表示して前記供給された取引カードを返却し
、
　カード返却後、照合ができない旨を表示したまま取引カードの供給を所定時間待機し、
前記所定時間内に前記顧客によって新たに取引カードが供給されたとき、該供給された取
引カードと前記選択された取引カードとの照合を再度開始することを特徴とする自動取引
システム。
【請求項７】
　前記取引カードは、自行カード、他行カード及びクレジットカードであることを特徴と
する請求項６に記載の自動取引システム。
【請求項８】
　前記カード情報は、各取引カードに対応した取扱可能な取引科目、取引科目毎の取扱時
間及び取扱時間毎の手数料の情報であることを特徴とする請求項６に記載の自動取引シス
テム。
【請求項９】
　前記顧客により利用したい取引カードが選択されると、前記カード情報の取引科目毎の
取扱時間に基づいて選択された取引カードで実行可能な取引科目を表示するか否かを判定
して表示することを特徴とする請求項６に記載の自動取引システム。
【請求項１０】
　前記取引カードとして他行カードが選択されると、複数の他の金融機関名を表示して選
択可能とすることを特徴とする請求項６に記載の自動取引システム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、金融機関で取り扱われる現金自動取引装置（ＡＴＭ：automated‐teller mach
ine）のような自動取引装置を顧客が操作して取引を行う自動取引システムに関し、特に
、前記取引装置に取引カードによる取引のための画面を表示するのに好適な自動取引シス
テムおよび前記画面を表示するためのプログラムに関する。
【０００２】
【従来の技術】
銀行等の金融機関で取り扱われるＡＴＭは、当該金融機関のホストコンピュータに通信可
能に接続されており、顧客の操作に応じた取引に必要な情報を、前記ホストコンピュータ
から取得する。ＡＴＭは、取引のための金融機関の情報等を与えられたキャッシュカード
のような取引カードに基づいて取引を行い、一般的に、自行の取引カードによる取引に限
らず、そのホストコンピュータと交信可能な他行の取引カードによる取引をも取り扱う。
【０００３】
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ところで、ＡＴＭには、顧客に向けて取引の情報を表示するためのタッチスクリーンのよ
うな表示部が設けられている。ＡＴＭは、所定の近接センサにより顧客の到来が感知され
ると、顧客に取引カードの挿入を促すと共に、前記した表示部に、取引科目を選択するた
めの所定の初期画面を表示する。初期画面には、自己の金融機関で実行可能な取引科目が
表示され、当該ＡＴＭにより取引が受け付けられている限り、この初期画面が前記表示部
に表示される。
【０００４】
ＡＴＭは、取引カードを供給されると、この取引カードに与えられている金融機関の情報
等を読み取り、読み取った情報とホストコンピュータから取得した情報とに基づいて、当
該取引カードの利用が可能であるか否かを判定する。その結果、利用が可能であれば、顧
客からの取引科目の選択指示を受け付け、不可能であれば、当該取引カードが受け付けら
れない旨を顧客へ通知すると共に、取引カードを返却する。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、前記した従来の技術では、挿入した取引カードが当該ＡＴＭで受け付けら
れない場合、ＡＴＭは、その理由を明示することなく取引カードを返却することから、当
該顧客は、取引カードを返却された原因が、そのカード自体にあるのか、あるいは金融機
関側の都合にあるのかを認識することができず、顧客に不安感を与えていた。
【０００６】
しかも、前記したＡＴＭに自動的に示される初期画面は、自己の金融機関の取引カードに
対応した画面であることから、この初期画面により、他の金融機関の取引カードが利用で
きるか否かを判断することは困難である。そのため、他の金融機関の取引カードを利用す
る時に、たとえ実際には当該カードが利用不可であっても、顧客はその旨を知り得ないこ
とから、利用できない当該カードをＡＴＭに供給してしまうという不都合が生じていた。
【０００７】
また、１枚の取引カードで複数の金融機関を選択的に利用できる、いわゆる共用取引カー
ドによる取引では、一般的に、優先的に取引される金融機関が予め設定されている。しか
しながら、当該ＡＴＭを利用する顧客にそのような認識がない場合は、自動的に取引され
た金融機関が、その顧客の意図しない金融機関であることがあり、その場合、顧客にとっ
て不本意な取引となっていた。
【０００８】
本発明は、利用する自動取引装置で取扱い可能な取引カードを、顧客が認識することがで
きる自動取引システムを提供することを目的とする。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
本発明の基本構想は、自動取引装置での取引に先立って、当該自動取引装置での取り扱い
が可能な取引カードを示すカード情報を、ホストコンピュータから自動取引装置へ供給し
、これにより取得したカード情報に基づく各取引カードを顧客に向けて表示することにあ
る。
【００１０】
　本発明は、前記した基本構想に基づく以下の構成を採用する。
〈構成１〉
　本発明に係る自動取引装置は、利用可能な所定の金融機関毎に対応した取引カードを示
すカード情報を有する自動取引装置であって、前記カード情報に基づき顧客の取引時に利
用可能な取引カードを選択するための取引カード選択項目を表示し、前記顧客により前記
取引カード選択項目から利用したい取引カードが選択されると、顧客により供給された取
引カードと選択された取引カードとの照合を開始し、照合できない場合は、照合ができな
い旨を表示して前記供給されたカードを返却する。
【００１１】
前記自動取引システムによれば、その自動取引装置による取引に先立って、取り扱いが可
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能な取引カードが、顧客に向けて表示されることから、顧客は、利用しようとする取引カ
ードが当該自動取引装置で受け付けられるか否かを認識することができる。
【００１２】
　そして、カード返却後、照合ができない旨を表示したまま取引カードの供給を所定時間
待機し、前記所定時間内に前記顧客により新たに取引カードが供給されたとき、該供給さ
れた取引カードと前記選択された取引カードとの照合を再度開始する。
【００１５】
　利用可能な所定の金融機関毎に対応した取引カードを示すカード情報を有するホストコ
ンピュータから前記カード情報を自動取引装置へ供給する自動取引システムであって、前
記自動取引装置は、前記カード情報に基づき顧客の取引時に利用可能な取引カードを選択
するための取引カード選択項目を表示し、前記顧客により前記取引カード選択項目から利
用したい取引カードが選択されると、顧客により供給された取引カードと選択された取引
カード項目との照合を開始し、照合できない場合は、照合ができない旨を表示して前記供
給された取引カードを返却する。
【００１６】
　そして、カード返却後、照合ができない旨を表示したまま取引カードの供給を所定時間
待機し、前記所定時間内に前記顧客によって新たに取引カードが供給されたとき、該供給
された取引カードと前記選択された取引カードとの照合を再度開始する。
【００１９】
〈構成２〉
　前記取引カードは、自行カード、他行カード及びクレジットカードであることを特徴と
する。
　前記カード情報は、各取引カードに対応した取扱可能な取引科目、取引科目毎の取扱時
間及び取扱時間毎の手数料の情報であることを特徴とする。
【００２０】
　前記顧客により利用したい取引カード項目を選択されると、前記カード情報の取引科目
毎の取扱時間に基づいて選択された取引カードで実行可能な取引科目を表示するか否かを
判定して表示することを特徴とする。
　前記取引カード項目として他行カードが選択されると、複数の他の金融機関名を表示し
て選択可能とすることを特徴とする。
【００２１】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態を具体例を用いて説明する。
〈具体例１〉
本発明に係る自動取引システム１０は、図１に示すように、金融機関１１のホストコンピ
ュータ１２と、該ホストコンピュータに所定の通信回線を介して通信可能に接続されたＡ
ＴＭ（automated‐teller machine）１３とを備える。自動取引システム１０は、自行と
なる金融機関１１の取引に限らず、当該金融機関と提携関係にある図示しない他の金融機
関に関する取引をも取り扱う。
【００２２】
自動取引システム１０では、取引のための金融機関に対応した取引カードに基づく取引が
行われる。前記取引カードとして、例えば、従来よく知られたキャッシュカード、あるい
はクレジットカードを用いることができる。これらの各取引カードには、取引を行う金融
機関の情報および該金融機関の所定の顧客の情報などが与えられている。
【００２３】
ホストコンピュータ１２は、金融機関１１に関わる各顧客の個人情報および顧客毎の取引
履歴等を保持する従来よく知られたマスタデータベース（図示なし）と、後述する取引情
報テーブル２１を保持する記憶部１２ａを備える。本具体例のホストコンピュータ１２は
、マスタデータベースおよび記憶部１２ａの情報を、ＡＴＭ１３からの要求に応じて該Ａ
ＴＭに供給する。また、ホストコンピュータ１２は、従来におけると同様に、当該ホスト
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コンピュータと交信が可能な他の金融機関のホストコンピュータから、必要に応じて、前
記他の金融機関の取引のための情報を取得する。
【００２４】
ＡＴＭ１３は、ホストコンピュータ１２から供給される情報を保持する記憶部１４と、該
記憶部の情報に基づいて取引のための画面を表示する表示部１５と、該表示部に前記画面
を表示するための制御動作を行う表示制御部１６とを備える。
【００２５】
表示制御部１６は、その制御動作において、前記した取引情報テーブル２１を、所定の時
間毎にホストコンピュータ１２へ要求し、この要求に応じて供給された前記テーブル２１
を記憶部１４に保持させる。さらに、表示制御部１６は、記憶部１４に保持させた取引情
報テーブル２１に基づく画面を表示部１５に表示させる。ホストコンピュータ１２への取
引情報テーブル２１の要求は、所定時間毎の実行に代えて、顧客の取引毎に行うことがで
きる。
【００２６】
前記した表示部１５として、本具体例では、従来よく知られたタッチスクリーンが用いら
れており、顧客の手指によるスクリーン表面への接触により、接触した画面部分に対応す
る指示がＡＴＭ１３に供給される。
【００２７】
図２は、前記ＡＴＭ１３の外観を示す斜視図である。
ＡＴＭ１３は、図２に示すように、Ｌ字状をなすハウジング１７の中央水平部分に、前記
した表示部１５を備える。ハウジング１７の上部の前面部分には、取引カードの挿入およ
び排出が行われるカード取扱口１８、取引毎の取引明細票が出力される明細票取出口１９
および現金の受け入れおよび排出が行われる現金取扱口２０が設けられている。
表示部１５を用いた取引操作は、スクリーン表面への直接的な接触に代えて、前記表示部
１５の画面部分に対応した指示ボタンを表示部１５の近傍に設け、このボタンの押下によ
り、当該画面部分に対応した指示を行うようにすることができる。
【００２８】
ところで、ホストコンピュータ１２に保持される前記した取引情報テーブル２１は、図３
に示すように構成されている。図示の例では、自動取引システム１０で取り扱い可能な取
引カードを示す「取引カード」と、各カード毎に取り扱われる取引科目を示す「取引科目
」と、各取扱科目の取扱いに関する所定の時間制限を示す「取扱時間」および取扱い時間
毎に設定されている手数料を示す「手数料」とが項目として設けられ、これらの各項目に
対応して、取引科目および時間などの情報が格納されている。
【００２９】
取引情報テーブル２１には、前記した情報の他に、「取引カード」の欄に示される各取引
カードの取扱い時間についての情報を、例えば「カード受付時間」を項目として追加する
ことができる。この「カード受付時間」の情報は、前記した「取扱時間」の情報を各取引
カード毎に集約した情報に一致させることが望ましい。一例として、金融機関１１である
Ａ銀行の取引カードを挙げると、Ａ銀行カードの「取扱時間」の情報は、図３に示される
ように、いずれも８時から２１時の間に存在することから、Ａ銀行カードの「カード受付
時間」に、「８：００－２１：００」との情報を与えることができる。
この他、取引情報テーブル２１には、曜日別のカード取扱情報あるいは各取引カードの取
扱い限度額などを適宜追加することができる。
【００３０】
前記した取引情報テーブル２１に沿った取引では、例えば、Ａ銀行の取引カードにより、
ＡＴＭ１３で１０時に預金の引出しが行われる場合、手数料は必要とされず、同カードで
１９時に振込みが行われる場合、振り込み手数料とは別に１０５円の手数料が加算される
。
【００３１】
本具体例では、前記したような取引情報テーブル２１が、ホストコンピュータ１２からＡ
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ＴＭ１３へ一括的に供給されるが、これに代えて、複数のテーブル部分に適宜分割して供
給することができる。例えば、取引カード毎のテーブル部分を必要に応じて供給する、あ
るいは「取引カード」の項目に対応する情報をカード情報として適宜供給することができ
る。
【００３２】
ＡＴＭ１３では、顧客が到来したとき、図４に示すような初期画面２２が表示部１５に表
示される。初期画面２２には、後述する各カードボタンの中から、所望の取引カードを選
択して押下するよう顧客に促す「ご希望のカードボタンを押してください。」との案内が
表示される。
【００３３】
この初期画面２２は、図４に示すように、取引可能な取引カードが選択可能に表示される
カード表示領域２３を有する。カード表示領域２３には、ＡＴＭ１３で扱われる全ての取
引カードに対応したカードボタン（２３ａ～２３ｃ）が設けられており、これらのボタン
のうち、顧客の取引時に利用できる取引カードに対応するカードボタンが、それぞれ選択
可能に表示される。選択可能に表示された何れかのカードボタンへの接触により、当該ボ
タンに対応する取引カードを選択した旨がＡＴＭ１３に通知される。
【００３４】
図４に示された例では、金融機関１１となるＡ銀行の取引カードを示すＡ銀行カードボタ
ン２３ａ、Ａ銀行を除く他の所定の銀行の取引カードを示す他行カードボタン２３ｂおよ
びクレジットカードを示すクレジットカードボタン２３ｃが、それぞれ選択可能に表示さ
れている。
【００３５】
これらの各カードボタン２３ａ～２３ｃを表示するにあたり、ＡＴＭ１３の表示制御部１
６は、取引情報テーブル２１における各「取引カード」毎の「取扱時間」の情報に基づい
て、表示の有無を判定する。すなわち、顧客の到来した時刻が、例えばＡ銀行カードに対
応する何れかの取引科目を利用できる時刻であれば、Ａ銀行カードボタン２３ａを選択可
能に表示する。また、これに代えて、図示しない前記した「カード受付時間」の情報に基
づいて、カードボタンの表示の有無を判定することができる。
【００３６】
顧客の到来時刻が、Ａ銀行カードのいずれの取引科目をも利用できない時刻であった場合
は、Ａ銀行カードボタン２３ａが選択不可であることを顧客に明示すべく、当該カードボ
タン２３ａを非表示とする。このとき、初期画面中の当該カードボタン２３ａの近傍に、
「ただいまの時間は取扱時間外のため、お取扱いできません。」のような、選択不可とす
る理由を表示することが好ましい。
【００３７】
前記した初期画面２２において、例えば、Ａ銀行カードボタン２３ａが選択された場合、
図５に示す取引科目選択画面２４ａが表示される。
この取引科目選択画面２４ａには、顧客に取引カードの挿入を促すと共に、Ａ銀行カード
に対応した取引科目の選択を促す「カードを挿入して、ご希望のお取引ボタンを押してく
ださい。」との案内が表示される。
【００３８】
取引科目選択画面２４ａは、取引が可能な取引科目が表示される取引科目表示領域２５を
有する。取引科目表示領域２５には、取引科目を示す取引ボタン（２５ａ～２５ｄ）が設
けられており、これらの取引ボタンのうち、取引可能な取引科目に対応するボタンが選択
可能に表示される。これにより、顧客は、取引に先立って、Ａ銀行カードで何れの取引科
目を実行することができるかを認識することができる。
【００３９】
図５に示された例では、取引科目表示領域２５に、預金の引き出しを示す「お引出し」ボ
タン２５ａ、預け入れを示す「お預入れ」ボタン２５ｂ、振込みを示す「お振込み」ボタ
ン２５ｃおよび残高照会を示す「残高照会」ボタン２５ｄが、それぞれ選択可能に表示さ
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れている。顧客は、選択可能に表示されたカードボタンへの接触により、当該取引科目の
実行を指示することができる。
【００４０】
また、取引科目選択画面２４ａには、取引を中止するための取り消しボタン２６が設けら
れており、この取り消しボタン２６への接触により、再び、表示部１５に初期画面２２が
表示される。
【００４１】
前記した初期画面２２において、他行カードボタン２３ｂが選択された場合、図６に示す
取引科目選択画面２４ｂが表示部１５に表示される。取引科目選択画面２４ｂには、取引
科目選択画面２４ａにおけると同様な取引科目表示領域２５が設けられている。図示の例
では、取引科目表示領域２５に、当該他行カードで取引が可能な取引科目に対応した各取
引ボタン２５ｅ～２５ｇが表示されている。
【００４２】
また、図６に示された例では、他行カードによる預金の引き出し又は振込みを行う際には
、所定の手数料が必要とされる旨が表示されている。この案内は、前記した取引情報テー
ブル２１における「手数料」の情報に基づいて、必要に応じて表示される。これにより、
顧客は、取引に先立って、各取引項目に予め設定されている手数料を認識することができ
る。
【００４３】
前記した初期画面２２において、クレジットカードボタン２３ｃが選択された場合は、図
７に示す取引科目選択画面２４ｃが表示される。取引科目選択画面２４ｃの取引科目表示
領域２５には、キャッシングのための「キャッシング」ボタン２５ｈ、クレジットローン
等の返済のための「ご返済」ボタン２５ｉおよび過去の取引を照会するための「ご照会」
ボタン２５ｊが設けられている。顧客は、取引科目選択画面２４ｃにより、取引時にクレ
ジットカードの何れの取引科目が取り扱い可能であるのかを認識することができる。
【００４４】
また、自動取引システム１０では、単一の取引カードにより複数の金融機関のうちの所望
の金融機関との取引を行うことができる、いわゆる共用取引カードを利用することができ
る。その場合、顧客は、初期画面２２において、当該共用カードに対応する複数の取引カ
ードの中から、所望のカードを選択することができる。例えば、Ａ銀行カードおよびクレ
ジットカードの共用取引カードにより、Ａ銀行カードによる取引を行いたい場合、初期画
面２２でＡ銀行カードボタン２３ａを選択することにより、Ａ銀行カードによる取引を指
示することができる。
【００４５】
前記した各取引科目選択画面２４ａ～２４ｃにおいて、表示されている画面に対応しない
取引カードが供給された場合、その取引カードをカード取扱口１８から排出すると共に、
例えば「挿入されたカードはＡ銀行カード（他行カード、クレジットカード）ではありま
せん。」のように、挿入すべきカードが誤っている旨を表示することが望ましい。このと
き、取引カードの排出後、所定時間待機し、その間に顧客から改めて正しい取引カードが
挿入されたことを認識したとき、当該画面による取引を続行するようにすることができる
。
【００４６】
前記した自動取引システム１０における一連の取引動作を、図８に示すフローチャートに
沿って説明する。
ＡＴＭ１３は、所定の時間毎にホストコンピュータ１２へ取引情報テーブル２１を要求し
（ステップＳ１）、この要求に応じて供給された取引情報テーブル２１を記憶部１４に格
納する（ステップＳ２）。このとき、記憶部１４に既に取引情報テーブル２１が格納され
ている場合は、既に格納されているテーブルを新たに取得した前記テーブルに更新する。
【００４７】
ＡＴＭ１３は、顧客を待ち受ける間（ステップＳ３）、表示部１５に図示しない所定の待
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ち受け画面を表示する。近接センサにより顧客の到来が感知されたとき、表示部１５の画
面を、前記待ち受け画面から初期画面２２へ移行させ（ステップＳ４）、この初期画面２
２に表示される各カードボタン２３ａ～２３ｃから、所望の取引カードに対応するカード
ボタンが選択されるのを待機する（ステップＳ５）。
【００４８】
ＡＴＭ１３は、初期画面２２でいずれかのカードボタンが選択されたことを認識すると、
表示部１５の画面を、初期画面２２から、選択された取引カードに対応する取引科目選択
画面（２４ａ、２４ｂまたは２４ｃ）に移行させる。さらに、当該選択画面において所望
の取引科目の選択を促すと共に、取引カードの挿入を促す（ステップＳ６）。
【００４９】
顧客により、取引カードがカード取扱口１８から挿入されると、表示制御部１６は、表示
されている取引科目選択画面と、挿入された取引カードとを照合し、両者が対応している
か否かを判定する（ステップＳ７）。その結果、両者が互いに対応していれば、選択され
た取引科目に応じた処理が実行され（ステップＳ８）、当該処理が終了したとき、カード
取扱口１８から取引カードが排出される（ステップＳ９）。
【００５０】
また、表示されている取引科目選択画面と、挿入された取引カードとが対応しない場合は
、前記したように、挿入すべき取引カードが正しくない旨を表示した後、当該取引を中止
すべくステップＳ９に移行し、顧客に取引カードを返却する。
【００５１】
これにより、一連の取引動作が終了するが、顧客が継続して他の取引を行うべく待機する
場合は、表示部１５に再び初期画面２２が表示され、顧客が立ち去った場合は、再び前記
した所定の待ち受け画面が表示される。
【００５２】
前記した具体例の自動取引システム１０によれば、ＡＴＭ１３を利用した取引に先立って
、該ＡＴＭの表示部１５に、その時点で利用可能な取引カードが選択可能に表示されるこ
とから、顧客は、利用しようとする取引カードがＡＴＭ１３で受け付けられるか否かを認
識することができる。
【００５３】
また、取引カードの選択後に、選択された取引カードで実行可能な取引科目が選択可能に
表示されることから、顧客は、所望の取引カードによる所望の取引科目の取引が可能であ
るか否かを認識することができる。
しかも、前記した具体例によれば、実行可能な取引科目と共に、当該各取引科目に対応す
る手数料の案内が表示されることから、例えば、取引後に受け取る取引明細票により、初
めて手数料の加算を認識するような不都合が回避できる。
【００５４】
前記した具体例では、取引情報テーブル２１が、ＡＴＭ１３からホストコンピュータ１２
への要求に応じてＡＴＭ１３に供給されたが、これに代えて、ホストコンピュータ１２か
ら自動的に供給するように適宜設定することができる。
【００５５】
前記した例では、他行カードを、所定の他行に対応する取引カードとして説明したが、複
数の他行カードから所定の他行カードによる取引を指定するようにすることができる。例
えば、前記した初期画面２２で他行カードボタン２３ｂが選択された後、取引科目選択画
面２４ｂに移行する前に、複数の他行カードを選択可能に表示する画面を挿入する。その
場合、例えば、挿入された画面に、初期画面２２のカード表示領域２３と同様な領域を設
け、該領域に複数の他行カードボタンを適宜配置することにより実現することができる。
このような画面の挿入は、クレジットカードボタン２３ｃについても同様に行うことがで
きる。
【００５６】
また、初期画面２２で取引カードを選択することなくカードが挿入された場合に、挿入さ
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たカードボタンを初期画面２２に表示するようにすることができる。これにより、特に、
前記した共用取引カードの利用の際には、当該カードで利用可能な複数の金融機関に対応
する各取引カードを、初期画面２２により認識することができる。
【００５７】
本発明に係る自動取引システムで取扱可能な取引カードは、前記した具体例で説明した銀
行の取引カードおよびクレジットカードに限らず、その他の金融機関に対応する取引カー
ドを用いることができる。例えば、郵便貯金に対応した郵便貯金カードおよび郵便貯金ク
レジット共用カード等を採用することができる。
【００５８】
【発明の効果】
本発明に係る自動取引システムによれば、自動取引装置での取引時に、取り扱いが可能な
取引カードが予め選択可能に表示されることから、顧客は、利用しようとする取引カード
が当該自動取引装置で受け付けられるか否かを認識することができる。これにより、顧客
は、自動取引装置での取引操作を効率的に行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係る具体例の自動取引システムを示すブロック図である。
【図２】具体例のＡＴＭの外観を示す斜視図である。
【図３】具体例の取引情報テーブルを説明するための説明図である。
【図４】具体例の初期画面を説明するための説明図である。
【図５】具体例の取引科目選択画面を説明するための説明図（その１）である。
【図６】具体例の取引科目選択画面を説明するための説明図（その２）である。
【図７】具体例の取引科目選択画面を説明するための説明図（その３）である。
【図８】具体例の動作手順を示すフローチャートである。
【符号の説明】
１０　自動取引システム
１１　金融機関
１２　ホストコンピュータ
１２ａ　記憶部
１３　ＡＴＭ
１４　記憶部
１５　表示部
１６　表示制御部
１７　ハウジング
１８　カード取扱口
１９　明細票取出口
２０　現金取扱口
２１　取引情報テーブル
２２　初期画面
２３　カード表示領域
２３ａ～２３ｃ　カードボタン
２４ａ～２４ｃ　取引科目選択画面
２５　取引科目表示領域
２５ａ～２５ｊ　取引ボタン
２６　取り消しボタン



(10) JP 4570835 B2 2010.10.27

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】



(11) JP 4570835 B2 2010.10.27

【図８】



(12) JP 4570835 B2 2010.10.27

10

フロントページの続き

(56)参考文献  特開２００１－５２０８４（ＪＰ，Ａ）
              特開平５－２０４９５４（ＪＰ，Ａ）
              特開平９－２４５２２１（ＪＰ，Ａ）
              特開平５－３５９６０（ＪＰ，Ａ）
              特開平８－９６２２２（ＪＰ，Ａ）
              特開平８－２６３５７９（ＪＰ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              G07D  9/00 - 13/00
              G07F 19/00


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

